
マイナンバー告知書

私は、株式会社お⾦金のデザインの「証券⼝口座約款」「特定⼝口座約款」等に基づく
⾦金融商品取引に関する⼝口座開設等の申請・届出事務、法定書類の作成・提出事務、
その他番号法 9 条により当社が⾏行うことが認められている事務のために、マイ
ナンバーを提供することに同意します。

包括告知

租税特別措置法施⾏行令第 4 条第 9 項、同令第 4 条の 6 の 2 第 9 項、所得税法第
224 条第 1項及び第 2項、所得税法第 224 条の 3第 1項 、所得税法第 224 条の
3第 3項 、所得税法第 224 条の 3第 4項の規定により告知します。

告知に係る申請

国外投資信託等の配当等につき租税特別措置法施⾏行令第 4 条第 9 項、同令 4 条
の 6の 2第 9項及び所得税法施⾏行令第 337 条第 3項及び同令第 339 条第 9項、
株式等の譲渡の対価の受領者につき所得税法施⾏行令第 343 条第 3 項、配当等と
みなす⾦金額の交付につき所得税法施⾏行令第 345 条第 6 項、償還⾦金等の交付につ
き所得税法施⾏行令第346条第6項の適⽤用を受けたいのでこの旨申請いたします。


